
別紙２ R5.4.1改訂版

東京都中央卸売市場世田谷市場

　　　　　　入場車両登録申請書（台帳）

　東京都中央卸売市場世田谷市場入場車両登録要綱第３条の規定により下記のとおり申請します。

　なお、同要綱第１２条の規定により登録を取り消されても異議ありません。

　　令和　　年　　月　　日

　　世田谷市場場長　殿

申 氏　　名 　印 １２-３４

請
住　　所 （自宅住所）　世田谷区大蔵１－４－１

者 電話番号 03-3417-0131 　携帯電話番号 090-3417-0131

① 営業用

② 通勤用　　 

① 新規登録  ② 車両買替  ③ 再発行（紛失・破損等）
〔一斉更新を含む  現登録証番号・車両番号  現登録証番号・車両番号
　現登録証番号 （　B - 0543　　　　　） （　　　　　　　　　　）

登

録

車

両

 申請者と所有者が異なる場合の理由

 一週間に 　　日  一ヶ月に　  　日

　当申請者は

証 　□　当方の従業員であることを証明します。　（通勤用車両）

　□　当方の組合員であることを証明します。　（営業用車両で団体に所属している場合）

　□　当方と取引があることを証明します。　　（営業用車両で団体に所属していない場合）

明 　□　その他　（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

欄 　　　　印

東 交　付 備　  考

京 年月日

都 場　長 担 当 者 登録証

処 番　号

理 登録証

欄 受領印

●●のため

03-5320-1111

用賀　一郎 用賀　花子

ホワイト世田谷100あ８３８７

電話番号

勤 務 先

主たる運転者名

ボディーカラー

課長代理

　入場車両登録証を交付する。

所有者氏名

車両番号

平均入場日数 毎 日

東京フラワー（株）

営業主の住所

会 社 又 は

営 業 主 名

代 表 者 又 は
東京　太郎

（会社所在地）　新宿区西新宿２－８－１

会 社 名 又 は

申請事由及び
登録区分（該
当する番号に
○ 印 を 付 け
る）＾＾＾＾

 （　　　　　）〕

買参人コード番号

① 青果

② 花き

用賀　花子

東京都に申請書を提出した日付 買参権がある（＝セリに参
加している）場合は記入

仕入れのために世田谷市場に来場している場合

勤務先が世田谷市場で車通勤している場合

買替により廃車になる車両の

シールNO、または車両番号屋号、教室名等

所有者がﾛｰﾝ会社等の場

合、ﾛｰﾝ会社名等を記入

家族所有のため・会社所有のため・

ローンのため・リースのため など

上記のうち、項目に応じた証明印をもらった上で、東京都へ申請してく

ださい。
※仲卸店舗から購入している場合は、組合の証明印が必要です。
※ご不明な点がありましたら東京都事務室までお問い合わせください。

＜記入例＞

※登録する車両の車検証のコピーを添付してください。
※法改正により、令和５年１月から「電子車検証」への移行が行われております。
「電子車検証」をお持ちの場合、「自動車検査証記録事項（紙）」の写しも併せて
ご提出下さい。
※車の買い替えの場合、廃車になる車両のシールは都に返還してください。

押印又はサイン


